
北九州市第１号訪問事業及び第１号通所事業の実施に関する要綱 新旧対照表 

 

新 旧 

第１条～第 12 条 略 

 

別表第１（予防給付型訪問サービス事業費単位数表） 

 

予防給付型訪問サービス費（共生型訪問サービス費） 

 

イ～ハ 略  

 

  注１・２ 略 

  

  注３ 別に市長が定める基準を満たさない場合は、業務継続計画未策定減算 

として、所定単位数の１００分の１に相当する単位数を所定単位数か

ら減算する。 

 

注４～１０ 略 

 

 ニ～ヘ 略 

 

 

 

ト 介護職員等処遇改善加算 

注 別に市長が定める基準に適合する介護職員等の賃金の改善等を実施し

ているものとして、市長に対し、老健局長が定める様式による届出を行った

指定予防給付型訪問サービス事業所が、利用者に対し、指定予防給付型訪問

サービスを行った場合は、当該基準に掲げる区分に従い、次に掲げる単位数

を所定単位数に加算する。ただし、次に掲げるいずれかの加算を算定してい

る場合においては、次に掲げるその他の加算は算定しない。 

第１条～第 12 条 略 

 

別表第１（予防給付型訪問サービス事業費単位数表） 

 

予防給付型訪問サービス費（共生型訪問サービス費） 

 

イ～ハ 略  

 

  注１・２ 略 

 

  注３ 別に市長が定める基準を満たさない場合は、業務継続計画未策定減算 

として、所定単位数の１００分の１に相当する単位数を所定単位数から 

    減算する。ただし、令和７年３月３１日までの間は、適用しない。 

 

注４～１０ 略 

 

 ニ～ヘ 略 

 

 ト～リ 

 

ヌ 介護職員等処遇改善加算 

注１ 別に市長が定める基準に適合する介護職員等の賃金の改善等を実施

しているものとして、市長に対し、老健局長が定める様式による届出を行っ

た指定予防給付型訪問サービス事業所が、利用者に対し、指定予防給付型訪

問サービスを行った場合は、当該基準に掲げる区分に従い、令和６年６月１

日から令和９年３月３１日までの間、次に掲げる単位数を所定単位数に加算

する。ただし、次に掲げるいずれかの加算を算定している場合においては、
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（１）介護職員等処遇改善加算（Ⅰ）イ イからヘまでにより算定した単位数 

の１，０００分の２７０に相当する単位数 

（２）介護職員等処遇改善加算（Ⅰ）ロ イからヘまでにより算定した単位数 

の１，０００分の２８７に相当する単位数 

（３）介護職員等処遇改善加算（Ⅱ）イ イからへまでにより算定した単位数 

の１，０００分の２４９に相当する単位数 

（４）介護職員等処遇改善加算（Ⅱ）ロ イからヘまでにより算定した単位数 

の１，０００分の２６６に相当する単位数 

（５）介護職員等処遇改善加算（Ⅲ） イからへまでにより算定した単位数 

の１，０００分の２０７に相当する単位数 

（６）介護職員等処遇改善加算（Ⅳ） イからヘまでにより算定した単位数 

の１，０００分の１７０に相当する単位数 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

次に掲げるその他の加算は算定しない。 

（１）介護職員等処遇改善加算（Ⅰ） イからヘまでにより算定した単位数の 

１，０００分の２４５に相当する単位数 

（２）介護職員等処遇改善加算（Ⅱ） イからヘまでにより算定した単位数の 

１，０００分の２２４に相当する単位数 

（３）介護職員等処遇改善加算（Ⅲ） イからへまでにより算定した単位数の 

  １，０００分の１８２に相当する単位数 

（４）介護職員等処遇改善加算（Ⅳ） イからヘまでにより算定した単位数の 

  １，０００分の１４５に相当する単位数 

 

 

 

 

注２ 令和６年６月１日から令和７年３月３１日までの間、別に市長が定め

る基準に適合している介護職員等の賃金の改善等を実施しているもの

として、市長に対し、老健局長が定める様式による届出を行った指定予

防給付型訪問サービス事業所（注２の加算を算定しているものを除く。）

が、利用者に対し、指定予防給付型訪問サービスを行った場合は、当該

基準に掲げる区分に従い、次に掲げる単位数を所定単位数に加算する。

ただし、次に掲げるいずれかの加算を算定している場合においては、次

に掲げるその他の加算は算定しない。 

 （１）介護職員等処遇改善加算（Ⅴ）（１） イからヘまでにより算定し

た単位数の１，０００分の２２１に相当する単位数 

 （２）介護職員等処遇改善加算（Ⅴ）（２） イからヘまでにより算定し

た単位数の１，０００分の２０８に相当する単位数 

 （３）介護職員等処遇改善加算（Ⅴ）（３） イからヘまでにより算定し

た単位数の１，０００分の２００に相当する単位数 

 （４）介護職員等処遇改善加算（Ⅴ）（４） イからヘまでにより算定し

た単位数の１，０００分の１８７に相当する単位数 
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別表第２（生活支援型訪問サービス事業費単位数表） 

 

生活支援型訪問サービス費 

 

イ～ハ 略 

 

 注１・２ 略 

 （５）介護職員等処遇改善加算（Ⅴ）（５） イからヘまでにより算定し

た単位数の１，０００分の１８４に相当する単位数 

 （６）介護職員等処遇改善加算（Ⅴ）（６） イからヘまでにより算定し

た単位数の１，０００分の１６３に相当する単位数 

 （７）介護職員等処遇改善加算（Ⅴ）（７） イからヘまでにより算定し

た単位数の１，０００分の１６３に相当する単位数 

（８）介護職員等処遇改善加算（Ⅴ）（８） イからヘまでにより算定し 

 た単位数の１，０００分の１５８に相当する単位数 

（９）介護職員等処遇改善加算（Ⅴ）（９） イからヘまでにより算定し 

 た単位数の１，０００分の１４２に相当する単位数 

   （１０）介護職員等処遇改善加算（Ⅴ）（１０） イからヘまでにより算

定した単位数の１，０００分の１３９に相当する単位数 

   （１１）介護職員等処遇改善加算（Ⅴ）（１１） イからヘまでにより算

定した単位数の１，０００分の１２１に相当する単位数 

   （１２）介護職員等処遇改善加算（Ⅴ）（１２） イからヘまでにより算

定した単位数の１，０００分の１１８に相当する単位数 

   （１３）介護職員等処遇改善加算（Ⅴ）（１３） イからヘまでにより算

定した単位数の１，０００分の１００に相当する単位数 

   （１４）介護職員等処遇改善加算（Ⅴ）（１４） イからヘまでにより算

定した単位数の１，０００分の７６に相当する単位数 

    ※区分支給限度基準額の算定対象外 

 

別表第２（生活支援型訪問サービス事業費単位数表） 

 

生活支援型訪問サービス費 

 

イ～ハ 略 

 

  注１・２ 略 
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 注３ 別に市長が定める基準を満たさない場合は、業務継続計画未策定減算 

として、所定単位数の１００分の１に相当する単位数を所定単位数か

ら減算する。 

   

  注４～８ 略 

 

ニ 介護職員等処遇改善加算 

注 別に市長が定める基準に適合する介護職員等の賃金の改善等を実施し

ているものとして、市長に対し、老健局長が定める様式による届出を行った

指定生活支援型訪問サービス事業所が、利用者に対し、指定生活支援型訪問

サービスを行った場合は、当該基準に掲げる区分に従い、次に掲げる単位数

を所定単位数に加算する。ただし、次に掲げるいずれかの加算を算定してい

る場合においては、次に掲げるその他の加算は算定しない。 

 

（１）介護職員等処遇改善加算（Ⅰ）イ イからハまでにより算定した単位数 

の１，０００分の２７０に相当する単位数 

（２）介護職員等処遇改善加算（Ⅰ）ロ イからハまでにより算定した単位数 

の１，０００分の２８７に相当する単位数 

（３）介護職員等処遇改善加算（Ⅱ）イ イからハまでにより算定した単位数 

の１，０００分の２４９に相当する単位数 

（４）介護職員等処遇改善加算（Ⅱ）ロ イからハまでにより算定した単位数 

の１，０００分の２６６に相当する単位数 

（５）介護職員等処遇改善加算（Ⅲ） イからハまでにより算定した単位数 

の１，０００分の２０７に相当する単位数 

（６）介護職員等処遇改善加算（Ⅳ） イからハまでにより算定した単位数 

の１，０００分の１７０に相当する単位数 

 

 

 

注３ 別に市長が定める基準を満たさない場合は、業務継続計画未策定減算 

として、所定単位数の１００分の１に相当する単位数を所定単位数か

ら減算する。ただし、令和７年３月３１日までの間は、適用しない。 

 

  注４～８ 略 

 

ニ 介護職員等処遇改善加算 

注１ 別に市長が定める基準に適合する介護職員等の賃金の改善等を実施

しているものとして、市長に対し、老健局長が定める様式による届出を行っ

た指定生活支援型訪問サービス事業所が、利用者に対し、指定生活支援型訪

問サービスを行った場合は、当該基準に掲げる区分に従い、令和６年６月１

日から令和９年３月３１日までの間、次に掲げる単位数を所定単位数に加算

する。ただし、次に掲げるいずれかの加算を算定している場合においては、

次に掲げるその他の加算は算定しない。 

（１）介護職員等処遇改善加算（Ⅰ） イからヘまでにより算定した単位数の 

１，０００分の２４５に相当する単位数 

（２）介護職員等処遇改善加算（Ⅱ） イからヘまでにより算定した単位数の 

１，０００分の２２４に相当する単位数 

（３）介護職員等処遇改善加算（Ⅲ） イからへまでにより算定した単位数の 

  １，０００分の１８２に相当する単位数 

（４）介護職員等処遇改善加算（Ⅳ） イからヘまでにより算定した単位数の 

  １，０００分の１４５に相当する単位数 

 

 

 

 

注２ 令和６年６月１日から令和７年３月３１日までの間、別に市長が定め

る基準に適合している介護職員等の賃金の改善等を実施しているもの

として、市長に対し、老健局長が定める様式による届出を行った指定生
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活支援型訪問サービス事業所（注１の加算を算定しているものを除く。）

が、利用者に対し、指定生活支援型訪問サービスを行った場合は、当該

基準に掲げる区分に従い、次に掲げる単位数を所定単位数に加算する。

ただし、次に掲げるいずれかの加算を算定している場合においては、次

に掲げるその他の加算は算定しない。 

 （１）介護職員等処遇改善加算（Ⅴ）（１） イからヘまでにより算定し

た単位数の１，０００分の２２１に相当する単位数 

 （２）介護職員等処遇改善加算（Ⅴ）（２） イからヘまでにより算定し

た単位数の１，０００分の２０８に相当する単位数 

 （３）介護職員等処遇改善加算（Ⅴ）（３） イからヘまでにより算定し

た単位数の１，０００分の２００に相当する単位数 

 （４）介護職員等処遇改善加算（Ⅴ）（４） イからヘまでにより算定し

た単位数の１，０００分の１８７に相当する単位数 

 （５）介護職員等処遇改善加算（Ⅴ）（５） イからヘまでにより算定し

た単位数の１，０００分の１８４に相当する単位数 

 （６）介護職員等処遇改善加算（Ⅴ）（６） イからヘまでにより算定し

た単位数の１，０００分の１６３に相当する単位数 

 （７）介護職員等処遇改善加算（Ⅴ）（７） イからヘまでにより算定し

た単位数の１，０００分の１６３に相当する単位数 

（８）介護職員等処遇改善加算（Ⅴ）（８） イからヘまでにより算定し 

 た単位数の１，０００分の１５８に相当する単位数 

（９）介護職員等処遇改善加算（Ⅴ）（９） イからヘまでにより算定し 

 た単位数の１，０００分の１４２に相当する単位数 

   （１０）介護職員等処遇改善加算（Ⅴ）（１０） イからヘまでにより算

定した単位数の１，０００分の１３９に相当する単位数 

   （１１）介護職員等処遇改善加算（Ⅴ）（１１） イからヘまでにより算

定した単位数の１，０００分の１２１に相当する単位数 

   （１２）介護職員等処遇改善加算（Ⅴ）（１２） イからヘまでにより算

定した単位数の１，０００分の１１８に相当する単位数 
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別表第３（予防給付型通所サービス事業支給費単位数表） 

 

予防給付型通所サービス費（共生型通所サービス費） 

 

イ 略 

  

  注１・２ 略 

 

 注３ 別に市長が定める基準を満たさない場合は、業務継続計画未策定減算 

として、所定単位数の１００分の１に相当する単位数を所定単位数か

ら減算する。 

   

  注４～９ 略 

 

ロ～ル 略 

  

 

 

ヲ 介護職員等処遇改善加算 

  注１ 別に市長が定める基準に適合する介護職員等の賃金の改善等を実施 

しているものとして、市長に対し、老健局長が定める様式による届出を行

った指定予防給付型通所サービス事業所（利用定員が 19 名以上である場

   （１３）介護職員等処遇改善加算（Ⅴ）（１３） イからヘまでにより算

定した単位数の１，０００分の１００に相当する単位数 

   （１４）介護職員等処遇改善加算（Ⅴ）（１４） イからヘまでにより算

定した単位数の１，０００分の７６に相当する単位数 

    ※区分支給限度基準額の算定対象外 

 

 

別表第３（予防給付型通所サービス事業支給費単位数表） 

 

予防給付型通所サービス費（共生型通所サービス費） 

 

イ 略 

 

 注１・２ 略 

 

 注３ 別に市長が定める基準を満たさない場合は、業務継続計画未策定減算 

として、所定単位数の１００分の１に相当する単位数を所定単位数か

ら減算する。ただし、令和７年３月３１日までの間は、適用しない。 

   

  注４～９ 略 

 

ロ～ル 略  

 

ヲ～カ 

 

ヨ 介護職員等処遇改善加算 

注１ 令和６年６月１日から令和９年３月３１日までの間、別に市長が定め 

る基準に適合する介護職員等の賃金の改善等を実施しているものとし

て、市長に対し、老健局長が定める様式による届出を行った指定予防給付
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合に限る）が、利用者に対し、指定予防給付型通所サービスを行った場合

は、当該基準に掲げる区分に従い、次に掲げる単位数を所定単位数に加算

する。ただし、次に掲げるいずれかの加算を算定している場合において

は、次に掲げるその他の加算は算定しない。 

  （１）介護職員等処遇改善加算（Ⅰ）イ イからルまでにより算定した単位

数の１，０００分の１１１に相当する単位数 

  （２）介護職員等処遇改善加算（Ⅰ）ロ イからルまでにより算定した単位

数の１，０００分の１２０に相当する単位数 

  （３）介護職員等処遇改善加算（Ⅱ）イ イからルまでにより算定した単位

数の１，０００分の１０９に相当する単位数 

 （４）介護職員等処遇改善加算（Ⅱ）ロ イからルまでにより算定した単位  

数の１，０００分の１１８に相当する単位数 

  （５）介護職員等処遇改善加算（Ⅲ） イからルまでにより算定した単位数

の１，０００分の９９に相当する単位数 

（６）介護職員等処遇改善加算（Ⅳ） イからルまでにより算定した単位数

の１，０００分の８３に相当する単位数 

注２ 別に市長が定める基準に適合する介護職員等の賃金の改善等を実施

しているものとして、市長に対し、老健局長が定める様式による届出を行

った指定予防給付型通所サービス事業所（利用定員が 19 名未満である場

合に限る。）が利用者に対し、指定予防給付型通所サービスを行った場合

は、当該基準に掲げる区分に従い、次に掲げる単位数を所定単位数に加算

する。ただし、次に掲げるいずれかの加算を算定している場合においては、

次に掲げるその他の加算は算定しない。 

 

  （１）介護職員等処遇改善加算（Ⅰ）イ イからルまでにより算定した単位

数の１，０００分の１１７に相当する単位数 

  （２）介護職員等処遇改善加算（Ⅰ）ロ イからルまでにより算定した単位

数の１，０００分の１２７に相当する単位数 

  （３）介護職員等処遇改善加算（Ⅱ）イ イからルまでにより算定した単位

型通所サービス事業所が、利用者に対し、指定予防給付型通所サービスを

行った場合は、当該基準に掲げる区分に従い、次に掲げる単位数を所定単

位数に加算する。ただし、次に掲げるいずれかの加算を算定している場合

においては、次に掲げるその他の加算は算定しない。 

（１）介護職員等処遇改善加算（Ⅰ） イからルまでにより算定した単位数の

１，０００分の９２に相当する単位数 

（２）介護職員等処遇改善加算（Ⅱ） イからルまでにより算定した単位数の

１，０００分の９０に相当する単位数 

（３）介護職員等処遇改善加算（Ⅲ） イからルまでにより算定した単位数の

１，０００分の８０に相当する単位数 

（４）介護職員等処遇改善加算（Ⅳ） イからルまでにより算定した単位数の

１，０００分の６４に相当する単位数 

 

 

 

 

 注２ 令和６年６月１日から令和７年３月３１日までの間、別に市長が定め 

る基準に適合している介護職員等の賃金の改善等を実施しているものと

して、市長に対し、老健局長が定める様式による届出を行った指定予防給

付型通所サービス事業所（注２の加算を算定しているものを除く。）が、

利用者に対し、指定予防給付型通所サービスを行った場合は、当該基準に

掲げる区分に従い、次に掲げる単位数を所定単位数に加算する。ただし、

次に掲げるいずれかの加算を算定している場合においては、次に掲げる

その他の加算は算定しない。 

（１）介護職員等処遇改善加算（Ⅴ）（１） イからルまでにより算定した単

位数の１，０００分の８１に相当する単位数 

 （２）介護職員等処遇改善加算（Ⅴ）（２） イからルまでにより算定した単

位数の１，０００分の７６に相当する単位数 

 （３）介護職員等処遇改善加算（Ⅴ）（３） イからルまでにより算定した単
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数の１，０００分の１１５に相当する単位数 

 （４）介護職員等処遇改善加算（Ⅱ）ロ イからルまでにより算定した単位  

数の１，０００分の１２５に相当する単位数 

  （５）介護職員等処遇改善加算（Ⅲ） イからルまでにより算定した単位数

の１，０００分の１０５に相当する単位数 

（６）介護職員等処遇改善加算（Ⅳ） イからルまでにより算定した単位数

の１，０００分の８９に相当する単位数 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

別表第４（生活支援型通所サービス事業支給費単位数表） 

 

生活支援型通所サービス費 

位数の１，０００分の７９に相当する単位数 

 （４）介護職員等処遇改善加算（Ⅴ）（４） イからルまでにより算定した単

位数の１，０００分の７４に相当する単位数 

 （５）介護職員等処遇改善加算（Ⅴ）（５） イからルまでにより算定した単

位数の１，０００分の６５に相当する単位数 

 （６）介護職員等処遇改善加算（Ⅴ）（６） イからルまでにより算定した単

位数の１，０００分の６３に相当する単位数 

 （７）介護職員等処遇改善加算（Ⅴ）（７） イからルまでにより算定した単

位数の１，０００分の５６に相当する単位数 

 （８）介護職員等処遇改善加算（Ⅴ）（８） イからルまでにより算定した単

位数の１，０００分の６９に相当する単位数 

 （９）介護職員等処遇改善加算（Ⅴ）（９） イからルまでにより算定した単

位数の１，０００分の５４に相当する単位数 

 （１０）介護職員等処遇改善加算（Ⅴ）（１０） イからルまでにより算定し

た単位数の１，０００分の４５に相当する単位数 

 （１１）介護職員等処遇改善加算（Ⅴ）（１１） イからルまでにより算定し

た単位数の１，０００分の５３に相当する単位数 

（１２）介護職員等処遇改善加算（Ⅴ）（１２） イからルまでにより算定し

た単位数の１，０００分の４３に相当する単位数 

（１３）介護職員等処遇改善加算（Ⅴ）（１３） イからルまでにより算定し

た単位数の１，０００分の４４に相当する単位数 

（１４）介護職員等処遇改善加算（Ⅴ）（１４） イからルまでにより算定し

た単位数の１，０００分の３３に相当する単位数 

 ※区分支給限度基準額の算定対象外 

 

 

別表第４（生活支援型通所サービス事業支給費単位数表） 

 

生活支援型通所サービス費 
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イ 略 

 

 注１・２ 略 

 

 注３ 別に市長が定める基準を満たさない場合は、業務継続計画未策定減算 

として、所定単位数の１００分の１に相当する単位数を所定単位数か

ら減算する。 

   

  注４・５ 略 

 

ロ・ハ 略 

 

ニ 介護職員等処遇改善加算 

  注１ 別に市長が定める基準に適合する介護職員等の賃金の改善等を実施 

しているものとして、市長に対し、老健局長が定める様式による届出を行 

  った指定生活支援型通所サービス事業所（利用定員が 19 名以上である場

合に限る）が、利用者に対し、指定生活支援型通所サービスを行った場合

は、当該基準に掲げる区分に従い、次に掲げる単位数を所定単位数に加算

する。ただし、次に掲げるいずれかの加算を算定している場合においては、

次に掲げるその他の加算は算定しない。 

（１）介護職員等処遇改善加算（Ⅰ）イ イからハまでにより算定した単位

数の１，０００分の１１１に相当する単位数 

（２）介護職員等処遇改善加算（Ⅰ）ロ イからハまでにより算定した単位

数の１，０００分の１２０に相当する単位数 

（３）介護職員等処遇改善加算（Ⅱ）イ イからハまでにより算定した単位

数の１，０００分の１０９に相当する単位数 

（４）介護職員等処遇改善加算（Ⅱ）ロ イからハまでにより算定した単位

数の１，０００分の１１８に相当する単位数 

 

イ 略 

 

 注１・２ 略 

 

 注３ 別に市長が定める基準を満たさない場合は、業務継続計画未策定減算 

として、所定単位数の１００分の１に相当する単位数を所定単位数から

減算する。ただし、令和７年３月３１日までの間は、適用しない。 

 

 注４・５ 略 

 

ロ・ハ 略 

 

ニ 介護職員等処遇改善加算 

  注１ 別に市長が定める基準に適合する介護職員等の賃金の改善等を実施 

しているものとして、市長に対し、老健局長が定める様式による届出を行 

   った指定生活支援型通所サービス事業所が、利用者に対し、指定生活支援   

型通所サービスを行った場合は、当該基準に掲げる区分に従い、令和６年

６月１日から令和９年３月３１日までの間、次に掲げる単位数を所定単

位数に加算する。ただし、次に掲げるいずれかの加算を算定している場合

においては、次に掲げるその他の加算は算定しない。 

  （１）介護職員等処遇改善加算（Ⅰ） イからハまでにより算定した単位数

の１，０００分の９２に相当する単位数 

  （２）介護職員等処遇改善加算（Ⅱ） イからハまでにより算定した単位数  

の１，０００分の９０に相当する単位数 

  （３）介護職員等処遇改善加算（Ⅲ） イからハまでにより算定した単位数 

の１，０００分の８０に相当する単位数 

  （４）介護職員等処遇改善加算（Ⅳ） イからハまでにより算定した単位数 

の１，０００分の６４に相当する単位数 
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（５）介護職員等処遇改善加算（Ⅲ） イからハまでにより算定した単位数

の１，０００分の９９に相当する単位数 

（６）介護職員等処遇改善加算（Ⅳ） イからハまでにより算定した単位数

の１，０００分の８３に相当する単位数 

注２ 別に市長が定める基準に適合する介護職員等の賃金の改善等を実施

しているものとして、市長に対し、老健局長が定める様式による届出を行

った指定生活支援型通所サービス事業所（利用定員が 19 名未満である場

合に限る。）が利用者に対し、指定生活支援型通所サービスを行った場合

は、当該基準に掲げる区分に従い、次に掲げる単位数を所定単位数に加算

する。ただし、次に掲げるいずれかの加算を算定している場合においては、

次に掲げるその他の加算は算定しない。 

 

  （１）介護職員等処遇改善加算（Ⅰ）イ イからハまでにより算定した単位

数の１，０００分の１１７に相当する単位数 

  （２）介護職員等処遇改善加算（Ⅰ）ロ イからハまでにより算定した単位

数の１，０００分の１２７に相当する単位数 

  （３）介護職員等処遇改善加算（Ⅱ）イ イからハまでにより算定した単位

数の１，０００分の１１５に相当する単位数 

 （４）介護職員等処遇改善加算（Ⅱ）ロ イからハまでにより算定した単位  

数の１，０００分の１２５に相当する単位数 

  （５）介護職員等処遇改善加算（Ⅲ） イからハまでにより算定した単位数

の１，０００分の１０５に相当する単位数 

（６）介護職員等処遇改善加算（Ⅳ） イからハまでにより算定した単位数

の１，０００分の８９に相当する単位数 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  注２ 令和６年６月１日から令和７年３月３１日までの間、別に市長が定め  

る基準に適合している介護職員等の賃金の改善等を実施しているものと

して、市長に対し、老健局長が定める様式による届出を行った指定生活支

援型通所サービス事業所（注２の加算を算定しているものを除く。）が、

利用者に対し、指定生活支援型通所サービスを行った場合は、当該基準に

掲げる区分に従い、次に掲げる単位数を所定単位数に加算する。ただし、

次に掲げるいずれかの加算を算定している場合においては、次に掲げる

その他の加算は算定しない。 

  （１）介護職員等処遇改善加算（Ⅴ）（１） イからハまでにより算定した

単位数の１，０００分の８１に相当する単位数 

  （２）介護職員等処遇改善加算（Ⅴ）（２） イからハまでにより算定した

単位数の１，０００分の７６に相当する単位数 

（３）介護職員等処遇改善加算（Ⅴ）（３） イからハまでにより算定した 

単位数の１，０００分の７９に相当する単位数 

（４）介護職員等処遇改善加算（Ⅴ）（４） イからハまでにより算定した 

単位数の１，０００分の７４に相当する単位数 

  （５）介護職員等処遇改善加算（Ⅴ）（５） イからハまでにより算定した

単位数の１，０００分の６５に相当する単位数 

  （６）介護職員等処遇改善加算（Ⅴ）（６） イからハまでにより算定した

単位数の１，０００分の６３に相当する単位数 

  （７）介護職員等処遇改善加算（Ⅴ）（７） イからハまでにより算定した

単位数の１，０００分の５６に相当する単位数 

  （８）介護職員等処遇改善加算（Ⅴ）（８） イからハまでにより算定した

単位数の１，０００分の６９に相当する単位数 

  （９）介護職員等処遇改善加算（Ⅴ）（９） イからハまでにより算定した 
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   単位数の１，０００分の５４に相当する単位数 

  （１０）介護職員等処遇改善加算（Ⅴ）（１０） イからハまでにより算定

した単位数の１，０００分の４５に相当する単位数 

  （１１）介護職員等処遇改善加算（Ⅴ）（１１） イからハまでにより算定

した単位数の１，０００分の５３に相当する単位数 

  （１２）介護職員等処遇改善加算（Ⅴ）（１２） イからハまでにより算定

した単位数の１，０００分の４３に相当する単位数 

  （１３）介護職員等処遇改善加算（Ⅴ）（１３） イからハまでにより算定

した単位数の１，０００分の４４に相当する単位数 

  （１４）介護職員等処遇改善加算（Ⅴ）（１４） イからハまでにより算定

した単位数の１，０００分の３３に相当する単位数 

   ※区分支給限度基準額の算定対象外 

 


